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3.4.住民税異動届の作成 

  「住民税異動届」（｢特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書｣）を 

  作成します。 

 

＜「住民税異動届」の作成手順＞ 

（１） 住民税会社情報登録（初回のみ） 

（２） 住民税情報登録の確認 

 （２）－１．徴収情報 

 （２）－２．異動情報 

（３） 異動届情報詳細 

（４）－１ 帳票（紙）で提出する（※） 

（４）－２ 電子データで提出する（※） 

※◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービスを使用しなくても（マイナンバーなしでも）出力可能 
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（１）住民税会社情報登録（初回のみ） 

 「住民税異動届」の作成、チェックリストの出力判断、「税額通知書」の従業員ポータルサイト 

掲載に利用します。 

 ＊年末調整時の給与支払報告書には使用しません。 
 

 『人事管理』⇒『届出管理』 ｢住民税会社情報｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地方税コ－ドを選択します。 

   地方税コードが複数ある場合は、コード毎に設定が必要です。 
 

②｢給与支払者｣｢連絡者｣を登録します。 

  年末調整時に使用する法人番号は、「住民税異動届」の作成には使用できないため 

  こちらの画面でご登録ください。 
 

③「税額通知書」を従業員ポータルサイトに掲載する場合は、「電子掲載」に☑します。 

 

④「更新」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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（２）住民税情報登録 

（２）－１．徴収情報 

「住民税異動届」の出力対象者について、「住民税情報登録」に登録があるか確認します。 

「住民税情報登録」画面に金額等の登録がないと、『給与』メニューに登録があっても、 

「住民税異動届」は作成できません。 

（初年度利用時など金額登録がありませんので登録が必要です） 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢住民税情報登録｣ 

 

 

  登録がない場合は、画面入力か外部取込で登録してください。 
 

  ・画面入力 

   →「3.3.2.2.【方法２】住民税月割額管理にて管理している場合」参照 
 

  ・外部取込 

   →「3.3.1.1.【方法２】住民税月割額管理での管理手順」参照 
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（２）－２．異動情報 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢住民税情報登録｣ 

 
① 異動事由発生後の未徴収税額の徴収方法： 

｢1 特別徴収継続｣  ・・・ 転職など他社で引き続き特別徴収にて住民税を納付する場合 

｢2 一括徴収｣     ・・・ ５月までの残りの住民税を一括で徴収し納付する場合 

｢3 普通徴収｣     ・・・ 退職後などに普通徴収にし、自分で納付する場合 

②異動年月日：退職年月日休職開始年月日を入力 

          ＊『人事』メニューの人事基本情報や休職・休業情報とは連動していません。 

③異動事由：該当する事由を選択 

 事由理由：異動事由が「7 その他」の場合に入力 

④最終徴収年月：最後に徴収する給与の支給年月を入力 

        ＊徴収情報の金額は変更不要です。 

⑤「更新」を押下すると「（３）異動届情報詳細」に連携されます。 

 

 

① 

 
② 

③ 

④ 

⑤ 

変更不要 
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（３）異動届情報詳細 （省略した場合初期値が登録されます） 
 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢異動届情報詳細｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①｢提出日｣を登録します。 

②出力される｢異動届｣に自動で☑がつきます。 

・｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣  

・・・ 特別徴収対象者（年税額が０円でない）場合 

・｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣  

・・・ ｢異動年月日｣（｢住民税情報登録｣で登録）が１月以降で、翌年度の１月１日住所 

｢市区町村コ－ド｣が異なっている場合（翌年納付先の市区町村が変更になる場合） 

③『人事』メニュー、給与最新結果より自動セットされますので、修正がある場合は修正をして 

ください。 

④「住民税情報登録」からの連携内容が表示されます。  

① 

 ② 

 

③ 

 

④ 
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⑤「徴収期間」は、自動でセットされています。 

⑥徴収方法｢１特別徴収継続｣｢２一括徴収｣｢３普通徴収｣により、入力できる欄が表示されます 

ので、ご入力ください。 

⑦「更新」し、｢帳票出力｣ボタンを押下すると、対象者の｢異動届｣が PDFファイルで出力されます。

（※マイナンバーは表示されません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

続き 

⑦ 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 
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ご参考 住所変更を伴う｢異動届｣の作成の場合 

退職や休職等により特別徴収できない場合｢特別徴収にかかる異動届｣を作成する 

必要があります。さらに、住所変更（引っ越し等）により、変更先の市区町村へ｢給与 

支払報告にかかる異動届｣を作成する必要もあります。 

 

＜例 １０月に品川区から台東区に引っ越し後、３月に退職した場合＞ 

１月                        ６月                            12月 

 

 

 

 

        ・・・ 品川区へ納付             ・・・ 台東区へ納付 

※｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣    ⇒ 品川区に提出 

｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣ ⇒ 台東区に提出 

 

 

『人事管理』⇒『人事』 ｢住所情報｣ 

 

変更（引っ越し）後の住所情報が登録されていることを確認してください。 

給与支払報告書 ⇒ 台東区に提出 

3 月 退職 

10 月 品川区→台東区 

異動届(※)提出 

中略 
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 『人事管理』⇒『届出管理』 ｢異動届情報詳細｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①｢提出日｣を登録します。 

②出力される「住民税異動届」に自動で☑がつきます。 

・｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣ 

・・・ 特別徴収対象者（年税額が０円でない）場合 

・｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣ 

・・・ ｢異動年月日｣（｢住民税情報登録｣で登録）が１月以降で、翌年度の１月１日住所 

｢市区町村コ－ド｣が異なっている場合（翌年納付先の市区町村が変更になる場合） 

③『人事』メニュー、給与最新結果より自動セットされますので、修正がある場合は修正をしてくださ

い。（「住所情報」から、当年度と翌年度の住所が自動セットされています） 

④以降、必要があれば入力してください。 

｢帳票出力｣すると、｢異動届｣が２部出力されます。（※マイナンバーは表示されません） 

  

① 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

④ 

省略 
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・｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣ ⇒ 品川区に提出 

 

 

・｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣ ⇒ 台東区に提出 
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（４）－１ 帳票（紙）で提出をする 

（４）－１－１ ファイル作成指示 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①「出力形式」で「紙｣を選択します。 

②｢MN連携｣で「連携する」を選択します。 

③｢対象年度｣｢地方税コ－ド｣「対象者」の条件を入力します。 

④｢作成｣を押下して、CSVファイル（注）を作成します。 

 

（４）－１－２ ファイルダウンロード 

『届出管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 
CSVファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

 

 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 

  

①  
② 
③ 
 
 
 
 
 
④ 
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（４）－１－３ マイナンバー付加 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢１．法定帳票作成｣ 

 

 

 

 

 

 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢１．法定帳票作成｣ 

｢帳票データアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 
 
「参照」に（４）－１－２でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）を選択し上記のように設定
後、「帳票／データ作成」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

※マイナンバー付の「住民税異動届」（PDF）が作成されます。 
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（４）－２ 電子データで提出する 

（４）－２－１ ファイル作成指示 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 
①「出力形式」で｢eLTax連携データ｣を選択します。 

②｢MN連携｣で「連携する」を選択します。 

③｢対象年度｣｢地方税コード｣「対象者」の条件を入力します。 

④｢作成｣を押下して、CSVファイル（注）を作成します。 

 

（４）－２－２ ファイルダウンロード 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

CSVファイル（注）ができあがります。 

  ｢特徴_異動届｣（｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣）の CSVファイル 

  （｢給報_異動届｣（｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣）の CSV ファイルができるこ

ともあります） 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。  

① 
② 
③ 
 
 
 
 
 
④ 
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（４）－２－３ マイナンバー付加 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

 

 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢ファイルアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「対象ファイル」に（４）－２－２ でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）を選択します。

②「利用用途」を選択します。 

③「標準提供パターン」にチェックします。 

④「DCS400 地方税 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届書」に☑します。 

⑤「取込」ボタンを押下します。 

 （ファイルが｢給報_異動届｣｢特徴_異動届｣の２つある場合は、２回「取込」します） 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。  

① 
② 
③ 

④ 
 
⑤ 

④ 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢電子データダウンロード｣ 

 

マイナンバーの付加された CSVファイル（注）が出力されます。 

   ①｢給報_異動届｣（｢給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書｣）の CSVファイル 

   ②｢特徴_異動届｣（｢特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣）の CSVファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 

  

① 

② 
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ご参考  

異動事由発生後の未徴収税額の徴収方法が「特別徴収継続」の対象者を「帳票（紙）」で、 

「一括徴収」「普通徴収」の対象者を「電子データ」で提出する場合、出力形式に「徴収方

法による切り替え」を選択することで、１回の出力で帳票(PDF)と Webマイナンバー管理サ

ービス連携用の電子データが作成されます。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①「出力形式」で「徴収方法による切り替え」を選択します。 

②（｢MN連携｣は選択できません） 

③｢対象年度｣｢地方税コ－ド｣「対象者」の条件を入力します。 

④｢作成｣を押下します。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSVファイル（注）と PDF ファイルができあがります。 

CSVファイル（注）につきましては、「（４）－２－３ マイナンバー付加」を参照し、マイナンバーを 

付加してください。 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 

① 
② 
③ 
 
 
 
 
 
④ 


